
   

 

 

 

 

 

 

2024年 11月 12日 

 大会事務局 

 

公式通知 No.11 対象 : 全クラス 

 

競技車両へのカメラ搭載について 

 

今大会において、競技車両にカメラを搭載する場合は、公式車検時に提出する車両申告書のチェック欄にチェックを

入れ申請し、公式車検において取付状態の確認を受けること。ただし、下記 1）～5）の内容を誓約・承諾できる者 

のみがカメラ搭載を許可される。 

 

1）ドライバーのヘルメットなど装備品に、ウエアラブルカメラを取り付けないこと。 

 

2）下記取付方法に従い、競技車両に確実にカメラを取り付け、公式車検において技術委員から取付状態の確認を

受けること。技術委員から取り付け方の修正を指示された場合はその指示に従うこと。万一、修正指示に従えない

場合は、競技車両からカメラを取り外すこと。 

 カメラ取付方法  

① GoPro等の形状のカメラの場合、防水カバーにタイラップ等を巻き、カバーをマウントしているステーと車体間を 

ワイヤリングし、脱落を防止すること 

② カメラにストラップ穴がある場合カメラのストラップ穴と車体間をワイヤリングし、脱落を防止すること 

③上記①・②に該当しないカメラの場合、ガムテープ等でカメラ本体と車体間を確実に固定し、脱落を防止すること 

 

3）撮影した映像・音声を下記①～④の内容で使用しないこと。 

①個人の私的利用の範囲を超え、営利目的の使用 

②広告宣伝活動等 

③レース競技判定等 

④他の競技者や技術役員、レース関係者を批判する言動や行為 

※動画共有サイト(YouTube等)や SNS(Facebook等)へ掲載する際は、上記①～④に該当しない内容で

あることをご確認いただくとともに、第三者のプライバシーにご配慮いただき、問題が生じた際は当事者間での

解決をお願いします。 

 

4）車両回収および車両撤去時において、万一、車載カメラが破損または紛失した際も、その当事者や主催者には 

一切の損害賠償責任を負わない。 

 

5）上記 1）～ 4）の内容に違反した場合は、ペナルティ等に従うこと 

※順位確定後であってもペナルティを課す場合がある。 

以上 
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